
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
川
口 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
安
行
領
根
岸
三
千
百
八
十
番 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

交
通
事
故
増
加
の
防
止 

 
 

 
 

県
道
三
四
号
お
よ
び
国
道
一
二
二
号
か
ら
店
舗
に
向
か
う
自
動
車
等
に
よ
り
、
店
舗
北 

 
 

 

東
及
び
東
側
住
宅
地
域
の
交
通
量
が
増
大
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
当
該
住
宅
地
域
は
幼
児
・ 

 
 

 

児
童
が
多
く
、
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
が
多
い
た
め
、
交
通
事
故
防
止
対
策
を
お
願
い
し 

 
 

 

た
い
。 

 

 
 

 
 

具
体
的
に
は
以
下
の
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 

・ 

「
建
物
配
置
・
一
階
平
面
図
」
に
お
け
る
入
口

N
o
.
3

、
入
口

N
o
.
4

、
出
口

N
o
.
5

、 

 
 

 
 

出
口

N
o
.
6

の
設
置
見
直
し
。
こ
れ
ら
の
出
入
口
は
県
道
三
四
号
お
よ
び
国
道
一
二
二
号 

 
 

 
 

か
ら
店
舗
北
東
側
住
宅
地
を
経
由
し
て
の
利
用
が
し
や
す
い
位
置
に
あ
る
た
め
、
店
舗 

 
 

 
 

北
東
側
住
宅
地
の
交
通
量
増
大
を
招
く
要
因
と
な
る
。 

 
 

 

・ 

周
辺
住
宅
地
へ
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
設
置
、
一
時
停
止
の
新
設
、
ゾ
ー
ン
30
の
設
定
等 

 
 

 
 

の
交
通
安
全
対
策
。
当
該
地
域
は
交
通
量
の
少
な
い
地
域
で
あ
り
、
交
通
安
全
対
策
が 

 
 

 
 

十
分
で
は
な
い
。
店
舗
設
置
に
よ
る
交
通
量
の
増
加
を
想
定
し
た
交
通
安
全
対
策
が
必 

 
 

 
 

要
。 

 
 

⑵ 

深
夜
に
お
け
る
騒
音
発
生
の
抑
制 

 
 

 
 

店
舗
周
辺
は
騒
音
が
ほ
と
ん
ど
な
い
閑
静
な
地
域
で
あ
る
が
、
店
舗
設
置
に
よ
り
騒
音 

 
 

 

発
生
が
懸
念
さ
れ
る
。
特
に
深
夜
時
間
帯
の
騒
音
状
況
は
現
状
か
ら
一
変
す
る
こ
と
が
予 

 
 

 

想
さ
れ
る
。
駐
車
場
の
利
用
可
能
時
間
帯
が
午
前
零
時
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
深 

 
 

 

夜
の
騒
音
発
生
が
予
想
さ
れ
る
。
立
体
駐
車
場
に
お
い
て
は
深
夜
時
間
帯
の
利
用
を
禁
止 

 
 

 

す
る
等
の
騒
音
対
策
を
お
願
い
し
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
十
月
二
十
日
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


